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植
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ｌ
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ｉ
ｎ
ｇ
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屋
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白
区
植
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一
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八
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ｌ
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ｉ
ｎ
ｇ
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八
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ｉ
ｎ
ｇ
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ｎ
ｇ
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ｉ
ｎ
ｇ
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介
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介
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介
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下
呂
市
少
ヶ
野
一
二
四
八 

―
一 

下
呂
市
少
ヶ
野
一
二
四
八 

―
一 

下
呂
市
少
ヶ
野
一
二
四
八 

―
一 

下
呂
市
少
ヶ
野
一
二
四
八 

―
一 

下
呂
市
森
字
上
ヶ
平
二
二 

七
三 

各
務
原
市
那
加
栄
町
一
〇 

各
務
原
市
那
加
栄
町
一
〇 

関
市
平
成
通
二
―
七
―
一 

二 関
市
平
成
通
二
―
七
―
一 

二 養
老
郡
養
老
町
大
跡
七
七 

養
老
郡
養
老
町
大
跡
七
七 

養
老
郡
養
老
町
大
跡
五
三 

四 大
垣
市
赤
花
町
一
―
六
八 

―
一 

―
一 

 

同 平
成
二
三
・
七
・
一
八 

同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 平
成
二
三

・
七
・
一 
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一
般 

国
道 

道
路
の
種
類 

百
五
十
六 

号 路

線

名 

高
山
市
荘
川
町
岩
瀬
字
割
谷

六
六
六
番
一
地
先
地
内 

区 
 
 
 
 
 
 

間 

後 前 

区
域
変
更
前
後
別 

九
・
○

〜 

一
二
・
○ 

九
・
○

〜 九
・
三 

敷
地
の
幅

員 （
メ
ー
ト

ル
） 

二
三
・
四 

延

長 

（
メ
ー
ト

ル
） 

 
備 

考 

一
般 

国
道 

道
路
の
種
類 

三
百
六
十 

号 路

線

名 

飛 

市
宮
川
町
打
保
字
ナ
リ

テ
山
九
八
五
番
一
一
六
地
先

か
ら 

 

同 

市
同 

 
 
 

字
同
ナ

リ 

九
八
五
番
二
八
地
先
ま

で 

区 
 
 
 
 
 
 

間 

後 前 

区
域
変
更
前
後
別 

二
四
・
六

〜 

七
九
・
七 

一
○
・
二

〜 

三
二
・
六 

敷
地
の
幅

員 （
メ
ー
ト

ル
） 

一
九
○
・
五 

延

長 

（
メ
ー
ト

ル
） 

 

備 

考 

株
式
会
社
大
石
電
気
商
会 

株
式
会
社
大
石
電
気
商
会 

株
式
会
社
快
Ｇ
Ｏ 

Ｔ
Ｏ
Ｋ 

Ａ
Ｉ 

株
式
会
社
快
Ｇ
Ｏ 

Ｔ
Ｏ
Ｋ 

Ａ
Ｉ 

大
垣
市
藤
江
町
二
―
九
七 

大
垣
市
藤
江
町
二
―
九
七 

多
治
見
市
笠
原
町
二
四
五 

五
―
四
二 

多
治
見
市
笠
原
町
二
四
五 

五
―
四
二 

特
定
介
護 

予
防
福
祉 

用
具
販
売 

介
護
予
防 

福
祉
用
具 

貸
与 

介
護
予
防 

訪
問
介
護 

訪
問
介
護 

株
式
会
社 

大
石
電
気
商
会 
 

パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク 

エ
イ
ジ
フ
リ 

ー
介
護
チ
ェ
ー
ン
大
垣 

株
式
会
社 

大
石
電
気
商
会 

 

パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク 

エ
イ
ジ
フ
リ 

ー
介
護
チ
ェ
ー
ン
大
垣 

訪
問
介
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
住
ま 

居
る 

訪
問
介
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
住
ま 

居
る 

大
垣
市
三
塚
町
一
一
一
六 

―
三 

大
垣
市
三
塚
町
一
一
一
六 

―
三 

多
治
見
市
笠
原
町
二
四
五 

五
―
四
二 

多
治
見
市
笠
原
町
二
四
五 

五
―
四
二 

同 平
成
二
三
・
七
・
二
二 

同 同 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
告
示
第
五
百
十
五
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。 

 

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
高
山
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 
古 

 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
告
示
第
五
百
十
六
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。 

 

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持 

         

課
及
び
岐
阜
県
古
川
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
告
示
第
五
百
十
七
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。 

 

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
古
川
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
七
日 
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岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
告
示
第
五
百
十
八
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。 

 

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
恵
那
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
告
示
第
五
百
十
九
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。 

 

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
高
山
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
告
示
第
五
百
二
十
号 

  

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。 

 

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持 

課
及
び
岐
阜
県
郡
上
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

県
道 

道
路 

の
種 

類 

阿 

木 

大 

井 

路

線

名 

恵
那
市
長
島
町
正
家
字
河
原
田
九

八
七
番
地
先
か
ら 
 

同 

市
東
野 

 
 

字
不
毛
一
〇

九
一
番
地
先
ま
で 

区 
 
 
 
 
 
 
 
 

間 

一
九
〇
・
〇 

延 
 

長

（

メ

ー

ト

ル
） 

平
成 

二
三
・
一
○
・
七 

供
用
開
始 

 

の

期

日 

平
成 

一
八
・
三
・
二
四 

備 
 

考 
（
区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か
） 

線 

県
道 

道
路
の
種
類 

 

谷 
 

高 

山
線 

路

線

名 

飛 

市
古
川
町
中
野
字
出
付

一
○
七
八
番
六
地
先
か
ら 

 

同 

市
同 

 
 
 

字
同
出

一
○
三
一
番
地
先
ま
で 

区 
 
 
 
 
 
 

間 

後 前 

区
域
変
更
前
後
別 

九
・
四

〜 

一
六
・
一 

五
・
八

〜 

一
六
・
一 

敷
地
の
幅

員 （
メ
ー
ト

ル
） 

四
九
○
・
七 

延

長 

（
メ
ー
ト

ル
） 

 

備 

考 

 

線 

一
般 

国
道 

道
路 

の
種 

類 

百
五
十
六

号 路

線

名 

高
山
市
荘
川
町
岩
瀬
字
割
谷
六

六
六
番
一
地
先
地
内 

区 
 
 
 
 
 
 
 
 

間 

二
三
・
四 

延 
 

長

（

メ

ー

ト

ル
） 

平
成 

二
三
・
一
○
・ 

七 

供
用
開
始 

 

の

期

日 

平
成 

二
三
・
一
○
・
七 

備 
 

考 

（
区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か
） 

一
般 

国
道 

道
路 

の
種 

類 
二
百
五
十

六
号 

路

線

名 

郡
上
市
八
幡
町
那
比
字
谷
下
モ

切
四
九
二
二
番
の
三
地
先
か
ら 

 
同 
市
同 

 
 
 

字
上
戸
谷

四
一
七
四
番
の
一
地
先
ま
で 

区 
 
 
 
 
 
 
 
 

間 

二
八
四
・
○ 

延 
 

長

（

メ

ー

ト

ル
） 

平
成 

二
三
・
一
○
・ 

七 

供
用
開
始 

 

の

期

日 

平
成 

一
八
・
一
二
・
二
二 

 

平
成 

二
三
・ 

四
・
一
五 

備 
 

考 

（
区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か
） 
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―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
告
示
第
五
百
二
十
一
号 

 

岐
阜
県
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
及
び
承
認
に
関
す
る
告
示
（
平
成
十
五
年
岐
阜
県
告
示
第
二
百

六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

 

一
中
「
中
日
企
業
株
式
会
社
」
を
削
る
。 

     
 
 
 
 

公 
 
 
 

示 

 
 

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
の
決
定  

 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
土
地
改
良
事
業
瑞
浪
東
部
地
区
下
沢
工
区
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
次
の
と
お
り
換
地
計
画
書
の
写
し
を
縦

覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

縦
覧
期
間  

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
七
日
か
ら 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
八
日
ま
で 

二 

縦
覧
場
所   

 
 

瑞
浪
市
役
所 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定 

 

 

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定

自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
を
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

 

育
成
医
療
・
更
生
医
療
に
係
る
も
の 

 

（
病
院
又
は
診
療
所
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     

育
成
医
療
・
更
生
医
療
に
係
る
も
の 

 

（
薬
局
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
変
更
届
出 

 

一
般 

国
道 

二
百
五
十

六
号 

郡
上
市
八
幡
町
那
比
字
谷
下
モ

切
四
九
二
二
番
の
三
地
先
か
ら 

 

同 

市
同 

 
 
 

字
上
戸
谷

四
一
七
四
番
の
一
地
先
ま
で 

二
八
四
・
○ 

平
成 

二
三
・
一
○
・ 

七 

平
成 

一
八
・
一
二
・
二
二 

 

平
成 

二
三
・ 

四
・
一
五 

ほ
か
） 

医
療
法
人
徳
洲
会 

大
垣
徳
洲
会
病
院 

名 
 
 

称 

大
垣
市
林
町
六
―
八

五
―
一 

所

在

地 

内
科 

自
立
支
援 

医
療
を
担 

当
す
る
診 

療
科
名 

腎
臓 

担
当
し
よ 

う
と
す
る 

医
療
の
種 

類 

育
成
・
更
生 

自

立

支

援 

医
療
の
種
類 

平
成 

二
三
・
一
○
・ 

一 

指 

定 

年
月
日 

し
ま
ざ
と
調
剤
薬
局 

中
部
薬
品
郡
上
市
民
病
院

前
薬
局 

ユ
タ
カ
薬
局
各
務
原
市
役

所
前 

グ
ッ
ド
調
剤
薬
局 

名 
 
 

称 

大
垣
市
島
里
一
―
一
六
二 

郡
上
市
八
幡
町
島
谷
字
古
川
一
五
二

二
―
一 

各
務
原
市
那
加
住
吉
町
一
―
二
―
一 

羽
島
市
小
熊
町
島
二
―
一
二
メ
デ
ィ

カ
ル
プ
ラ
ザ
岐
阜
羽
島 

所

在

地 

同 同 同 育
成
・
更
生 

自

立

支

援 

医
療
の
種
類 

同 同 同 平
成 

二
三
・
一
○
・ 

一 

指

定 

年

月

日 
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障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定

自
立
支
援
医
療
機
関
か
ら
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

 

育
成
医
療
・
更
生
医
療
に
係
る
も
の 

 

（
薬
局
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
辞
退 

 

 

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
自
立

支
援
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

 

育
成
医
療
・
更
生
医
療
に
係
る
も
の 

 

（
薬
局
） 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任 

 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

 

退
任
し
た
役
員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       

ク
オ
ー
ル
薬
局
美
濃
店 

ク
オ
ー
ル
薬
局
加
茂
店 

名 
 
 

称 
美
濃
加
茂
市
古
井
町
下
古
井
二
五
五

八
―
一
三 

美
濃
加
茂
市
古
井
町
下
古
井
二
六
九 

所

在

地 

同 育
成
・
更
生 

自

立

支

援 

医
療
の
種
類 

同 平
成 

二
三
・ 

八
・ 

一 

変

更 

年

月

日 
 

ス
ギ
薬
局
揖
斐
川
店 

ス
ギ
薬
局
鵜
沼
三
ツ
池
店 

名 
 
 

称 

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
三
輪
白
石
二
○
一

一 各
務
原
市
鵜
沼
三
ツ
池
町
五
―
一
九

八
―
一 

所

在

地 

同 育
成
・
更
生 

自

立

支

援 

医
療
の
種
類 

平
成 

二
二
・ 

九
・ 

五 

平
成 

二
三
・ 

七
・
三
一 

辞

退 

年

月

日 

東
白
川
村 

土
地
改
良 

区 土 
 

地 

改
良
区
名 

同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 平
成 

二
三
・ 

八
・
一
八 

退 
 

任 

年

月

日 

同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 理
事 

役
名 

今 
井 

義 

信 

今 

井 
 
 

哲 
栗 

本 

重 

秋 

古 

田 

茂 

樹 

田 

口 

節 

春 

樋 

口 

重 

福 

安 

江 

成 

喜 

安 

江 
 
 

保 

髙 

井 

吉 

男 

村 

雲 
 
 

寛 

神 

戸 

景 

典 

安 

江 
 
 

隆 

安 

江 

義 

勝 

安 

江 

敏 

治 

村 

雲 

勇 

市 

安 

江 
 
 

浩 

安 

江 
 
 

博 

今 

井 

一 

孝 

安 

江 

眞 

一 

安 

江 

一 

成 

氏 
 
 
 
 

名 

同 
 
 
 
 
 

五
加 

二
八
〇
八
番
地 

同 
 
 
 
 
 

五
加 

九
六
二
番
地
二 

同 
 
 
 
 
 

五
加 

 

三
三
七
番
地 

同 
 
 
 
 
 

五
加 

三
四
四
四
番
地 

同 
 
 
 
 
 

神
土 

五
二
五
〇
番
地 

同 
 
 
 
 
 

神
土 

三
六
八
九
番
地 

同 
 
 
 
 
 

神
土 

四
七
五
六
番
地 

同 
 
 
 
 
 

神
土 

三
二
二
二
番
地 

同 
 
 
 
 
 

神
土 

二
七
四
二
番
地 

同 
 
 
 
 
 

神
土 

 
 

六
七
番
地 

同 
 
 
 
 
 

神
土 

 

五
二
二
番
地 

同 
 
 
 
 
 

神
土 

二
二
一
六
番
地 

同 
 
 
 
 
 

神
土
二
二
二
六
番
地
二 

同 
 
 
 
 
 

越
原 

五
七
八
番
地
一 

同 
 
 
 
 
 

越
原 

 
 

九
一
番
地 

同 
 
 
 
 
 

越
原
一
〇
六
三
番
地
一 

同 
 
 
 
 
 

越
原 

一
四
二
一
番
地 

同 
 
 
 
 
 

越
原 

二
〇
一
三
番
地 

同 
 
 
 
 
 

越
原
二
〇
一
一
番
地
二 

加
茂
郡
東
白
川
村
越
原 

二
一
四
七
番
地 

住 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

所 
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東
白
川
村 

土
地
改
良 

区 
                             
 土 
 

地 

改
良
区
名 

同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 平
成 

二
三
・ 

八
・
一
九 

就 
 

任 

年

月

日 

同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 理
事 

役
名 

栗 

本 

重 

秋 

古 

田 

茂 

樹 

田 

口 

節 

春 

樋 

口 

重 

福 

安 

江 

成 

喜 

安 

江 
 
 

保 

髙 

井 

吉 

男 

安 

江 

正 

孝 

神 

戸 

景 

典 

渡 

邊 

昭 

彦 

安 

江 

義 

勝 

安 

江 

敏 

治 

村 

雲 

勇 

市 

安 

江 
 
 

浩 

安 

江 

隆 

明 

今 

井 

一 

孝 

安 

江 

眞 

一 

安 

江 

一 
成 

氏 
 
 
 
 

名 

同 
 
 
 
 
 

五
加 

 

三
三
七
番
地 

同 
 
 
 
 
 

五
加 

三
四
四
四
番
地 

同 
 
 
 
 
 

神
土 

五
二
五
〇
番
地 

同 
 
 
 
 
 

神
土 

三
六
八
九
番
地 

同 
 
 
 
 
 

神
土 

四
七
五
六
番
地 

同 
 
 
 
 
 

神
土 

三
二
二
二
番
地 

同 
 
 
 
 
 

神
土 

二
七
四
二
番
地 

同 
 
 
 
 
 

神
土 

 

三
五
九
番
地 

同 
 
 
 
 
 

神
土 

 

五
二
二
番
地 

同 
 
 
 
 
 

神
土 

一
六
六
九
番
地 

同 
 
 
 
 
 

神
土
二
二
二
六
番
地
二 

同 
 
 
 
 
 

越
原 

五
七
八
番
地
一 

同 
 
 
 
 
 

越
原 

 
 

九
一
番
地 

同 
 
 
 
 
 

越
原
一
〇
六
三
番
地
一 

同 
 
 
 
 
 

越
原
一
三
五
八
番
地
一 

同 
 
 
 
 
 

越
原 

二
〇
一
三
番
地 

同 
 
 
 
 
 

越
原
二
〇
一
一
番
地
二 

加
茂
郡
東
白
川
村
越
原 

二
一
四
七
番
地 

住 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

所 

   
 

       

就
任
し
た
役
員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    

 
 
 

 
 
 
 
 

           

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
認
定
教
育
実
施
者
の
代
表
者
の
変
更 

 

運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
認
定
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号
）
第

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
教
育
実
施
者
の
代
表
者
の
氏
名
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
変
更
に
係
る
事
項
を
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
公
安
委
員
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

委
員
長 

水 
 

谷 
 

邦 
 

照 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  
 
 
 
 

同 同 同 同 同 同 同 同 

同 同 監
事 

同 同 同 同 同 

安 

江 

益 

良 
島 

倉 

正 

量 

村 

雲 

孝 

平 

今 

井 

照 

夫 

今 

井 

義 

信 

今 

井 
 
 

哲 

栗 

本 

重 

秋 

古 

田 

茂 

樹 

同 
 
 
 
 
 

五
加 

 

八
三
一
番
地 

同 
 
 
 
 
 

五
加 

一
六
五
三
番
地 

同 
 
 
 
 
 

越
原 

 

五
三
五
番
地 

同 
 
 
 
 
 

五
加
二
〇
三
二
番
地
二 

同 
 
 
 
 
 

五
加 

二
八
〇
八
番
地 

同 
 
 
 
 
 

五
加 

九
六
二
番
地
二 

同 
 
 
 
 
 

五
加 

 

三
三
七
番
地 

同 
 
 
 
 
 

五
加 

三
四
四
四
番
地 

 

     
 
 

  
 
 

   
 
 

   
 
 

同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 

同 同 監
事 

同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 

安 

江 

雅 

彦 

島 

倉 

正 

量 

安 

江 
 
 

博 

今 

井 

照 

夫 

今 

井 

克 

幸 

今 

井 

宏 

和 

栗 

本 

重 

秋 

古 

田 

茂 

樹 

田 

口 

節 

春 

樋 

口 

重 

福 

安 

江 

成 

喜 

安 

江 
 
 

保 

髙 

井 

吉 

男 

安 

江 

正 

孝 

同 
 
 
 
 
 

五
加 

 

七
一
一
番
地 

同 
 
 
 
 
 

五
加 

一
六
五
三
番
地 

同 
 
 
 
 
 

越
原 

一
四
二
一
番
地 

同 
 
 
 
 
 

五
加
二
〇
三
二
番
地
二 

同 
 
 
 
 
 

五
加 

二
九
七
〇
番
地 

同 
 
 
 
 
 

五
加 

一
二
九
三
番
地 

同 
 
 
 
 
 

五
加 

 

三
三
七
番
地 

同 
 
 
 
 
 

五
加 

三
四
四
四
番
地 

同 
 
 
 
 
 

神
土 

五
二
五
〇
番
地 

同 
 
 
 
 
 

神
土 

三
六
八
九
番
地 

同 
 
 
 
 
 

神
土 

四
七
五
六
番
地 

同 
 
 
 
 
 

神
土 

三
二
二
二
番
地 

同 
 
 
 
 
 

神
土 

二
七
四
二
番
地 

同 
 
 
 
 
 

神
土 

 

三
五
九
番
地 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
七
日
発
行 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

発 

行 

者 
 
 

岐 
 
 
 
 

阜 
 
 
 
 

県 
 
 
 
 
 
 
 
 

編 
 

集 
 
 

各
務
原
市
テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
一
―
一 

 

ブ
イ
・
ア
ー
ル
・
テ
ク
ノ
セ
ン
タ
ー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

発 

行 

所 
 
 

岐 
 
 

阜 
 
 

県 
 
 

庁 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

株
式
会
社
土
岐
自
動
車
学

校 認
定
教
育
実
施
者
の
名
称 

代
表
者
の
氏
名 

変

更

事

項 

岡
田 

正
昭 

変

更

前 

石
田 

和
夫 

変

更

後 


